
理 事 会 次 第 
令和 6 年 2 月 29 日(木)13:30～ 

岡山建設会館 4 階ホール 
 

［協議事項］                            [ページ] 

１．岡山県建設政治連盟並びに自由民主党岡山県建設業支部の     １ 

決算及び予算について              

    ２．会員の入会及び変更の承認について               ７ 

３．職員就業規則の改正について                  ８ 

４．顧問、相談役、技術顧問及び事務顧問の選任等に関する規程    ９ 

５．「建設業界が一体となり毎土曜日を一斉閉所とするキャンペーン   10 

（案）」について                         

    ６．能登半島地震に係る義援金の拠出について            11 

    ７．次期会長への立候補について                   
 

［報告事項］               

１．陳情への回答について                     12 

２．令和６年度予算等陳情スケジュールについて           13 

３．令和６年度陳情シートについて                 16 

４．長期にわたり解決されない問題についての提案に対する            26 

整備局の対応                          

５．建設業における労働基準法第 33 条第１項又は第 139 条第１項の     33 

対象となる業務について                     

６．令和６年度土木部関係当初予算等について            37 



７．役員の任期満了に伴う新役員候補者等の選出と支部新役員の        40 

届け出について                         

８．会務報告                           50 

９．建退共電子申請方式の利用促進について             51 

 

［その他］ 

１．公共工事の円滑な施工確保について               別紙 

２．各問題の現状報告と成果発表、今後の重要ポイント        別紙 

 ・ 鳥インフルエンザ埋却地 

・  中央公契連最新モデルの導入 

・  スライド条項 

・  工事書類のスリム化 

・  市区町村の休日考慮問題 

・  地域インフラ群再生戦略マネジメント（群マネ） 

 

［今後の予定］ 

・4 月 25 日(木)14：00～ 理事会 岡山建設会館 4 階 



資料３

1.令和５年度収支報告の承認について

            　自　Ｒ５． 1．  1
収入の部             　至  Ｒ５．12．31　　　        (単位：円)

項  目 決 算 額 予 算 額 差  異 備 　 考

会  費 1,653,000 1,665,000 △ 12,000 3,000円×551名

その他の収入 54 53 1 預金利子

前期繰越金 6,392,343 6,392,343 0

合  計 8,045,397 8,057,396 △ 11,999

支出の部

項  目 決 算 額 予 算 額 差  異 備 　 考

経常経費 43,474 50,000 △ 6,526 消耗品費、印刷代他

政治活動費 1,135,574 8,007,396 △ 6,871,822

合  計 1,179,048 8,057,396 △ 6,878,348

岡山県建設政治連盟地区代表者会議案

令和５年度収支報告書

8,045,397円ー1,179,048円＝6,866,349円
                                   翌年度への繰越額
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資料３

２. 令和６年度収支予算の決定について

            　自  Ｒ６． 1．  1

収入の部             　至  Ｒ６．12．31                (単位：円)

項  目 予 算 額 前年度予算額 差  異 備 　 考

会  費 1,653,000 1,665,000 △ 12,000 3,000円×551名

その他の収入 54 53 1 預金利子

前期繰越金 6,866,349 6,392,343 474,006
合  計 8,519,403 8,057,396 462,007

支出の部

項  目 予 算 額 前年度予算額 差  異 備　  考

経常経費 50,000 50,000 0 消耗品費、印刷代他

政治活動費 8,469,403 8,007,396 462,007
合  計 8,519,403 8,057,396 462,007

岡山県建設政治連盟地区代表者会議案

令和６年度収支予算書
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地 区 名 岡山東岡山西西大寺 和気 玉野 倉敷 児島 吉備 浅口 笠岡 井原 矢掛 高梁 新見 真庭 津山 美作 美防災 建部 合計

令和５年度
会員数

40 47 34 27 18 49 23 18 27 21 15 10 29 31 35 90 7 7 23 551

令和４年度
会員数

40 49 33 28 18 50 22 18 28 20 15 10 29 32 35 91 7 7 23 555

増減 0 △ 2 1 △ 1 0 △ 1 1 0 △ 1 1 0 0 0 △ 1 0 △ 1 0 0 0 △ 4

令和５年度　岡山県建設政治連盟会員数
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1. 令和５年度収支報告について

            自  Ｒ５． 1．  1
収入の部             至  Ｒ５．12．31          (単位：円)

項  目 決 算 額 予 算 額 差 　 異 備 　　 考

党  費 157,300 162,500 △ 5,200

その他の収入 2 1 1 預金利子

前期繰越金 345,245 345,245 0

合  計 502,547 507,746 △ 5,199

支出の部

項  目 決 算 額 予 算 額 差　  異 備 　　 考

経常経費 46,945 40,000 6,945 消耗品費、残高証明書発行手数料他

政治活動費 0 467,746 △ 467,746

合  計 46,945 507,746 △ 460,801

                   翌年度への繰越額
                      502,547円ー 46,945円　＝　455,602円                           

 自由民主党岡山県建設業支部地区代表者会議案

令和５年度収支報告書
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２. 令和６年度収支予算について

            自  Ｒ６． 1．  1
収入の部             至  Ｒ６．12．31            (単位：円)

項  目 予 算 額 前年度予算額 差 　 異 備  　　考

党  費 157,300 162,500 △ 5,200

その他の収入 2 1 1 預金利子

前期繰越金 455,602 345,245 110,357

合  計 612,904 507,746 105,158

支出の部

項  目 予 算 額 前年度予算額 差 　 異 備  　　考

経常経費 40,000 40,000 0 消耗品費、残高証明書発行手数料他

政治活動費 572,904 467,746 105,158

合  計 612,904 507,746 105,158

 自由民主党岡山県建設業支部地区代表者会議案

 令和６年度収支予算書
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一般党員 家族党員 合計

本部経由 95 52 147

それ以外 318 86 404

合計 413 138 551

※昨年度５４２名

令和５年度　自由民主党建設業支部党員数
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地 域 商号または名称 変更事項 旧 新

岡山東 ㈱佐藤組 代表者 佐　藤　好　英 佐　藤　佳　子

岡山西 大森建設工業㈱ 代表者 大　森　ひとみ 大　森　　　剛

岡山西 ㈱竹内組 代表者 竹　内　重　則 齋　藤　早知子

玉　野 ㈱苅田組 所在地 玉野市田井2丁目4548番地 玉野市田井4丁目10番10号

笠　岡 ㈱大洋開発 代表者 岡　田　有　司 岡　田　浩　一

建　部 ㈱清本組 代表者 清　本　スミ子 清　本　雄　二

地 域 商号または名称 変更事項 旧 新

岡山西 ㈱三幸工務店 代表者 村　社　　　勝 村　社　勝　輝

会員の変更の承認について

（会長専決）

（協議案件）
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第１０章 退 職 ・ 解 雇  

 
職 員 就 業 規 則 

 

  
（定年）  
第６５条       職員の定年は満 70歳とし、満 70歳に達した日以後の最初の年度末をもって退職とする。但し、特別の事情が

ある場合は、会長はこの年令を延長することができる。  

  
 

附       則  
１ この規則は、令和６年３月１日より改正施行する。 
 
２ 令和６年３月１日から令和13年３月31日までの間における第65条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる期

間の区分に応じ、同項中「70歳」とあるのは、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 
 

令和６年３月１日から令和７年３月31日まで 66歳 
令和７年４月１日から令和９年３月31日まで 67歳 
令和９年４月１日から令和11年3月31日まで 68歳 
令和11年４月１日から令和13年３月31日まで 69歳 
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顧問、相談役、技術顧問及び事務顧問の選任等に関する規程＜案＞ 
  

（目的） 
第１条 本規程は、顧問、相談役、技術顧問及び事務顧問の選任方法等について定めることを目的とする。 
 
（顧問） 
第２条 顧問は、本会の会長として１期以上その職にあった者のうちから選任する。 
 
（相談役） 
第３条 相談役は、本会の理事として１０年以上その職にあり、本会発展のために多大な功績を修めた者の

うちから選任する。 
 
（技術顧問及び事務顧問） 
第４条 技術顧問及び事務顧問は、建設業界の事情に精通し、会長を補佐するに足りる技術的又は事務的な

見識及び能力を備えた者のうちから選任する。 
２ 技術顧問及び事務顧問は、本会の会員以外から選任することができる。 
 
（選任） 
第５条 顧問、相談役、技術顧問及び事務顧問の選任は、理事会の承認を受けて会長がこれを委嘱する。 
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「建設業界が一体となり毎土曜日を一斉閉所とするキャンペーン」に関する意向調査について 

                                          一般社団法人 全国建設業協会 

労働部 

 

全建では、週休２日の一層の推進のため、下記のとおり、全ての工事において土日閉所を目指して「建設業界が一体となり毎土曜日

を一斉閉所とするキャンペーン」を全国で展開する予定としている。 

 実施についての意向調査を全建が行っており回答する必要がある。 

 

記 

 ＜実施概要＞ 

①「全国公共工事毎土曜日一斉閉所キャンペーン」 

前述の建設３団体及び全建を含めた４団体共同で全国統一での実施 

②「民間工事を含めた全ての建設工事毎土曜日一斉閉所キャンペーン」 

対応可能な都道府県から実施していき、最終的には全国展開とする予定 

  ※ 概要は別添資料を参照 

＜協力団体＞ 

 ・（一社）日本建設業連合会    ・（一社）全国中小建設業協会    ・（一社）建設産業専門団体連合会 

 ＜依頼事項＞ 

貴協会において、②「民間工事を含めた全ての建設工事毎土曜日一斉閉所キャンペーン」をすぐに実施することができるかどう

か回答いただきたい。 
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令和６年能登半島地震における義援金対応について 
 

〔 協議事項 〕 

この度、建設業協会中国ブロック協議会の事務局である島根県建設業協会より、中国５県の各協会

に対する意向調査の結果を踏まえて、中国ブロック協議会の予算のうちから能登半島地震に対する義

援金の原資とするため各県協会に対し５０万円を返金したいとの打診があった。ついては、他県の動向

を参考に石川県災害義援金窓口を通じて義援金を拠出したいと考えている。 

 

＜参考＞近年の義援金拠出事例 

・平成２３年東日本大震災 

各支部から義援金（240 万円～22 万円）を集め、本部 415 万円を加え、計 2,000 万円を県庁経由で日赤へ寄附 

・平成２８年熊本地震 

一般社団法人になっていたことから、各支部からは義援金を集めず、協会本部として全建に 100 万円を寄附 
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一般社団法人岡山県建設業協会陳情への回答書 

 

 

 

 

 

 

 
令和６年１月岡山県土木部 
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役員会等 技術研究委員会・各支部 内容等

1月18日 (木) 13：30〜 [正副会長会] 令和６年度陳情スケジュールについて

1月26日 (金) 「県からの回答書」を受領

1月31日 (水) 「県からの回答書」をホームページ会員専用ページに掲載

2月22日 (木) 11：00〜 ［技術研究委員会合同会議］ （岡山プラザホテル）

2月22日 (木) 13：30〜 [正副会長会] 「令和６年度陳情スケジュール」を資料として提示

2月29日 (木) 13：30〜 [理事会]
令和６年度陳情シートの説明
▪支部での取りまとめを依頼

〃 本部から支部を通じて会員へ配付

〃
技術研究委員会委員に趣旨確認の依頼文書をメーリングリストで
送付

4月12日 (金) 陳情シート【回収期限】 〈支  部〉 ▪「陳情シート」回収、支部役員に提出

4月19日 (金) [正副会長会] 〈支部役員〉 ▪支部役員で協議、修正

4月25日 (木) [理事会] 〈委  員〉 ▪趣旨確認・項目の確認・仕分け

（同じ内容はまとめる、反するものは両論併記にする、内容につ
いての趣旨確認、誤字脱字訂正）

「支部最終版」取りまとめ ▪支部役員会等で協議し「最終版」として取りまとめていただく

5月31日 (金) メーリングリスト【投稿期限】
陳情シート「最終版」を支部ごとにメーリングリストに投稿する
（締め切り後の追加申請はないようにする）

 陳情シート 作成・回収・趣旨確認・取りまとめ・投稿  〜５月31日

支
部
・
委
員
の
連
携

▪各委員に依頼文書送付

「県からの回答書」を周知

令和６年度 陳情スケジュール

 Ｒ６

▪陳情シート配付

▪陳情スケジュール等説明
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役員会等 技術研究委員会・各支部 内容等

6月10日 (月) ▪陳情項目振分け（国・県） 建設会館２階役員室（専務）

6月14日 (金)
▪委員長・副委員長・各副部会長に陳情
項目振分け(案)をメール送信

国・県の仕分け、表現方法・誤字等を修正していただく

6月24日 (月) 13：30〜 ▪「陳情書（案）」の精査
    （国・県）

建設会館２階役員室
（委員長・副委員長・各副部会長・専務・局長）

6月27日 (木) ▪会長に答申（国・県） 答申後、修正

6月28日 (金)
▪修正後の「陳情書(案)」（県）をメーリン
グリストに投稿

修正等がある場合は、7月12日までにメーリングリストに投稿

7月12日 (金)
支部・委員からの
追加・修正【受付期限】

7月16日 (火)
理事に「陳情書（最終版
（案）)」（国・県）を送付

修正等がある場合は、7月31日までに本部事務局にご連絡いた
だき、まとめたものを８月6日の正副会長会へ提出

7月31日 (水)
理事からの
追加・修正【受付期限】

8月 6日 (火) 13：30〜 [正副会長会] 「陳情書(案)」（国・県）確認・協議

8月21日 (水) 13：30〜 [理事会] 「陳情書(案)」（国・県）承認

〃

8月30日 (金) 16：30〜 [岡山県との意見交換会] （岡山プラザホテル）

▪「陳情書（最終版）」をホームページ
に掲載

▪「令和６年度陳情書」を岡山県に提出

 陳情項目・形式取りまとめ  〜７月12日

 Ｒ6

陳
情
書
作
成
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陳情先 陳情日 ９月 １０月 １１月

２月２９日～４月１２日 ４月１５日～５月３１日 ６月３日～７月１２日 ６日 ２１日 ３０日

岡山県土木部
意見交換会

【８月３0日】

　

正副会長会

（協議）

理事会

（承認）

県土木部と協会役
員との意見交換会

(陳情書の趣旨説明)

　

会員への陳情シート
作成依頼・回収

陳情シート「支部最終版」
の取りまとめ、投稿

「陳情書（案）」
の取りまとめ

　

［支部］ ［支部役員・技術研究委員］  ［技術研究委員会］
　

会長へ答申(６月２７日)

中国地方整備局
意見交換会

【９月下旬】
９月下旬

中国地方整備局

意見交換会

全 建
中国ブロック協議会

【１０月１７日】
(鳥取県）

９月上旬
中国Ｂ協議会
陳情書提出

１０月１７日
中国Ｂ協議会
意見交換会

県議会、自民党県連 【１１月１５日】

　

１１月１５日
陳情書提出

令和６年度　陳情・要望等タイムスケジュール

　

２月　～　７月 ８月
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令和 6 年度 陳情シート 
    〔陳情項目〕 

①  予算の確保  
項目を選択してください。                
※該当しない場合は、該当なしを選択して項目をご記入ください。 

 

〔 申 請 者 〕     支部 
            〔趣旨確認先〕会社名 
                   担当者 
                   ＴＥＬ             （携帯も可） 
 

１．困りごと・要望（要望は 1 件につき 1 シートに記入してください） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２．具体的な対策（実現可能な提案をお書きください） 
 
 
 
 
 
 
                                         
【委員記入欄】    項目確認：☐修正なし  

：☐修正あり  （ ）               
▪趣旨確認内容 
 
 

※電子データでの提出をお願いいたします 
 

  

令和６年度 陳情シート 
    〔陳情項目〕 

② 入札制度等 
項目を選択してください。                 
※該当しない場合は、該当なしを選択して項目をご記入ください。 

 

〔 申 請 者 〕     支部 
            〔趣旨確認先〕会社名 
                   担当者 
                   ＴＥＬ             （携帯も可） 
 

１．困りごと・要望（要望は 1 件につき 1 シートに記入してください） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２．具体的な対策（実現可能な提案をお書きください） 
 
 
 
 
 
 
                                         
【委員記入欄】    項目確認：☐修正なし  

：☐修正あり  （ ）               
▪趣旨確認内容 
 
 

※電子データでの提出をお願いいたします 
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令和６年度 陳情シート 
    〔陳情項目〕 

③ 担い手の確保 
項目を選択してください。                 
※該当しない場合は、該当なしを選択して項目をご記入ください。 

 

〔 申 請 者 〕     支部 
            〔趣旨確認先〕会社名 
                   担当者 
                   ＴＥＬ             （携帯も可） 
 

１．困りごと・要望（要望は 1 件につき 1 シートに記入してください） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２．具体的な対策（実現可能な提案をお書きください） 
 
 
 
 
 
 
                                         
【委員記入欄】    項目確認：☐修正なし  

：☐修正あり  （ ）               
▪趣旨確認内容 
 
 

※電子データでの提出をお願いいたします 
 

  

令和６年度 陳情シート 
    〔陳情項目〕 

④ 設計・積算 
項目を選択してください。                  
※該当しない場合は、該当なしを選択して項目をご記入ください。 

 

〔 申 請 者 〕     支部 
            〔趣旨確認先〕会社名 
                   担当者 
                   ＴＥＬ             （携帯も可） 
 

１．困りごと・要望（要望は 1 件につき 1 シートに記入してください） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２．具体的な対策（実現可能な提案をお書きください） 
 
 
 
 
 
 
                                         
【委員記入欄】    項目確認：☐修正なし  

：☐修正あり  （ ）               
▪趣旨確認内容 
 
 

※電子データでの提出をお願いいたします 
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令和６年度 陳情シート 
    〔陳情項目〕 

⑤ 工事監理関係 
項目を選択してください。                 
※該当しない場合は、該当なしを選択して項目をご記入ください。 

 

〔 申 請 者 〕     支部 
            〔趣旨確認先〕会社名 
                   担当者 
                   ＴＥＬ             （携帯も可） 
 

１．困りごと・要望（要望は 1 件につき 1 シートに記入してください） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２．具体的な対策（実現可能な提案をお書きください） 
 
 
 
 
 
 
                                         
【委員記入欄】    項目確認：☐修正なし  

：☐修正あり  （ ）               
▪趣旨確認内容 
 
 

※電子データでの提出をお願いいたします 
 

  

令和６年度 陳情シート 
〔陳情項目〕 

⑥ その他事業 
項目を選択してください。                  
※該当しない場合は、該当なしを選択して項目をご記入ください。 

 

〔 申 請 者 〕     支部 
            〔趣旨確認先〕会社名 
                   担当者 
                   ＴＥＬ             （携帯も可） 
 

１．困りごと・要望（要望は 1 件につき 1 シートに記入してください） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２．具体的な対策（実現可能な提案をお書きください） 
 
 
 
 
 
 
                                         
【委員記入欄】    項目確認：☐修正なし  

：☐修正あり  （ ）               
▪趣旨確認内容 
 
 

※電子データでの提出をお願いいたします 
 

18



①　予算確保に関すること ③　担い手の確保に関すること ⑤　工事監理に関すること

（1） 各種予算確保 （1） 担い手の確保に向けた取組 （1） 書類の簡素化
（2） 災害復旧関連予算 （2） 週休2日制工事の拡大促進 （2） 現場監督員等の改善
（3） 新型コロナウイルス影響下での予算確保 （3） 建設キャリアアップシステム （3） ICT工事

②　入札制度等に関すること （4） 働き方改革 （4） 専任要件の緩和
（1） 市町村への指導 ④　設計積算に関すること （5） 情報共有システムの活用促進
（2） 最低制限価格率等の引上げ （1） 設計単価と実勢単価の乖離 （6） 電子による書類の提出
（3） 一般競争（総合評価落札方式） （2） 物価スライド （7） 工事成績評価基準の見直し
（4） 追加工事の契約 （3） 現地状況に合致した設計・積算 （8） 公共処分地の確保
（5） 発注の平準化 （4） 設計積算等の適正化 （9） 概算発注工事の迅速対応
（6） 地域性の考慮 （5） 実施工に合った設計変更 ⑥　その他事業に関すること

（7） 協会員への優遇措置 （6） 歩掛の見直し （1） CPDS
（8） 不適格業者の排除 （7） 適正な工期設定 （2） 災害への事前対応
（9） 入札参加資格審査申請 （8） コンサルタント会社の責任 （3） コリンズの登録
（10）くじによる落札者の決定 （9） 地元調整 （4） 緊急時の管理者責任
（11）チャレンジ型入札 （10）電子入札システム （5） パトロール業務委託
（12）格付けの見直し （11）見積採用単価の公表 （6） 資材の納期への配慮
（13）指名競争入札の見直し （12）小規模工事の積算方式 （7） 季節を考慮した発注
（14）入札参加業者の選定基準 （13）現場環境改善費 （8） 除雪作業
（15）共同企業体方式 （14）積算基準の見直し （9） カーボンニュートラル対策
（16）ECI方式（簡易版）の導入 （10）発注者の責任
（17） ICT施工希望型の拡充
（18）随意契約枠の拡大
（19）工事前払金の見直し
（20）落札者の早期決定
（21）工事費内訳書
（22）入札の公明性
（23）電子入札共同利用システム

陳 情 項 目
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１月末 2月〜３月 〜５月末 ６月〜７月 ８月末 10月

回答書 受領
技術研究委員会

合同会議
陳情シート「支部最終版」

取りまとめ
陳情書（案）精査 陳情書 提出

H4
●令和３年陳情
   に対する回答

●合同会議
●令和４年
 陳情書 提出

R5
●令和４年陳情
   に対する回答

●合同会議
●令和５年
 陳情書 提出

R6 ●合同会議  ●令和６年
　陳情書　提出

R7
●令和６年陳情
 に対する回答

長期にわたり解決されない問題の検討会スケジュール

●令和５年陳情
 に対する回答

・問題解決 終了

・県と改善策を協議 Ｒ６要望へ

・国へ改善策を提案 国へ

長期にわたり

解決されない

問題の検討会

長期にわたり

解決されない

問題の検討会

・解決済み 陳情削除

・県と改善策を協議 Ｒ６要望へ

・国へ改善策を提案 国へ

・[県回答]令和５年度

陳情項目 のうち

対応済、法令の制約

がある等のもの

・多年にわたり陳情数の

多いもの

・過去３年間を見て要望

が増えているもの

・今年度の回答でも解決

されない要望

24



 

監 督 員 と の 協 議 に つ い て 

 
 １月２６日付けで県土木部から提出されました「陳情への回答」の中に「監督員と協議をお願いします。」とい
う表現が多いと会長から指摘があり、これで問題解決になるのか調査をするよう指示があった。これまでの協議の
結果について問い合わせたものを取り纏めたところ、以下のとおりとなった。 
 

問１．これまで監督員と協議した結果はどうでしたか。 
（１）概ね納得いくものだった･･････２１％ 
（２）協議は行ったが、結果が不十分又は不満が残る･･････４７％ 
（３）協議を実施していない･･････３２％ 

問２．結果が不十分あるいは不満と感じた理由は何ですか。 
（１）担当によって協議に対する対応が異なっており一貫性がない。 
（２）膨大な書類作成など負担が大きく、結果、わずかな増額の変更にしかならないことが多い。 
（３）協議はしても回答までの時間がかかったうえに変更にならないケースもある。 

問３．どうすれば解決すると思いますか。 
（１）職員への周知だけでなく、事例集などの配付が必要だ。 
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建設業の時間外労働の上限規制に関するＱ＆Ａ(関係部分抜粋) 

（令和５年12月25日追補分） 

厚生労働省労働基準局 

 

 

追６ 

（Ｑ） 例えば、豚熱、高病原性鳥インフルエンザ等の家畜伝染病発生時に、家畜伝染病予防法（昭和 26 年法律第 166 

号）に基づき家畜伝染病まん延防止のために実施する防疫措置（殺処分、焼却、埋却、消毒、消毒ポイントの設置

等）や、当該防疫措置に付随する業務を行う場合、法第 139 条第１項を適用できるか。   

また、法第 33 条第１項はどうか。 

（Ａ） 都道府県等との防疫協定や災害協定による要請、その他契約内での発 注者の指示に基づき、防疫措置を災害の

復旧として対応する場合等には、法第 139 条第１項の対象となる。併せて、当該防疫措置に必要不可欠に付随する

業務として行われる防疫資機材の搬入、発生農場における仮設テントの設営等の業務についても、同様に法第 139 

条第１項の対象となる。 

また、当該防疫措置及びこれに必要不可欠に付随する業務が、災害その他避けることのできない事由によって発

生した対応として、既に締結された 36 協定で協定された限度時間を超えて労働させるなどの臨時の必要があり、

人命又は公益を保護するための必要がある場合には、法第33 条第１項の許可基準を満たすことから、その必要の限

度において法第33 条第１項の対象となる。 
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義務的経費 約　５４億円
一般行政経費 約　７７億円
投資的経費 約７３８億円 （対前年度比 95.3％）
(内訳) 公共事業等 約５４６億円 （対前年度比 94.6％）

直轄負担金 約１４７億円 （対前年度比 93.0％）
災害関係 約　４５億円 （対前年度比115.4％）

港湾整備事業 約　２２億円
その他 約　１５億円

[企業会計] 流域下水道事業会計 約　９８億円

[一般会計]

[特別会計]

 補助公共（国の予算を使う事業） 約３３３億円（対前年度比 91.0％）

 単県公共（緊急的に対応する県事業） 約 ４７億円（対前年度比102.2％）

 単独公共（補助公共と連携した県事業） 約 ９４億円（対前年度比 98.9％）

 維持修繕 約 ７２億円（対前年度比101.4％）

公共事業費等（約５４６億円）の内訳

一般会計：約８７０億円
特別会計：約 ３７億円
企業会計：約 ９８億円

Ｒ５年度11月補正(追加分)＋Ｒ６年度当初予算要求

予算額：約１,００５億円

1

令和６年度 土木部関係予算額

※１ 前年度＝Ｒ４年度11月補正(経済対策分)＋Ｒ５当初 ※２ 四捨五入の関係で合計が合わないところがある。 37



４ 岡山県の予算規模（事業費ベース）

令和６年度の公共事業予算については、当初予算額の

約３７４億円に加え、防災・減災、国土強靱化のための

５か年加速化対策を活用した令和５年度１１月補正予算

約１７３億円（約４６％）を加え、約５４６億円を予定

している。

2

防災・減災、国土強靱化のための
５か年加速化対策

参考

38



課題

3

未来へつなぐ！建設産業人材確保サポート事業

建設産業の人材確保をサポートするため、県建設業協会等と連携して土木・
建築系の高校生の現場見学会や意見交換会の開催、ＰＲ動画の制作等を実施

目指す姿

将来を担う人材の確保と定着により、持続
可能な建設産業を構築

事業内容
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2/29理事会 3/1本部事務方 4/25理事会 6/7総会 6／7総会内理事会

会長 立候補 選出 選任

会長指名の副会長 〃 〃

専務理事 〃 〃

副会長
備前・備中・美作

選任

理事 届出等式の報告 届出の依頼 選出 選任

監事 〃 〃 〃 〃

定
款

協議員 〃 〃 選任

支部役員 〃 〃 〃

役員等の選出及び選任ついて（令和６年版）

定
款
・
役
員
選
出
に
関
す
る
規
定

　　　　　　　　日付
　　事項

順次届出
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会 務 報 告 

令和６年２月 29 日（木） 
 

［報 告 事 項］ 
＜令和６年＞ 
（１） 2 月 13 日（火） 岡山県防災会議 
（２） 2 月 13 日（火） 中国地方建設キャリアアップシステム処遇改善推進協議会 
（３） 2 月 21 日（水）  岡山県緑化推進協会通常総会 
（４） 2 月 21 日（水）  岡山県建築住宅センター(株)取締役会 
（５） 2 月 28 日（水） 西日本建設業保証(株)取締役会 
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●都道府県別電子申請の利用状況（令和5年10月末現在）

（赤字は全国平均以上）  　全国：6.67%

建退共電子申請方式の利用促進について

県内の建退共契約者（約2,600）のうち、約650社の当協会

会員に対し、令和６年度以降、原則、証紙貼付方式から電子

申請方式に切り替えるよう働きかけを行うとともに、建退共

本部の協力体制も取り付け、電子申請方式への移行に向けた

説明会を開催するなど強力なサポートに努め、利用者の利便

性の向上を図る

●電子申請方式の主なメリット

・金融機関での証紙の購入が不要

・手帳への証紙の貼付が不要

・下請への現物交付が不要

・証紙の受払簿の作成が不要

⇒加入・履行証明願の添付資料が軽減

・発注機関への提出書類が軽減

中期計画（第５期・令和５～９年度）

・電子申請専用サイトの利用者登録（ログイン）率５０％以上

・電子申請による掛金納付率３０％以上

・令和４年７月以降の新規契約共済契約者へは、契約完了後にログインＩＤが発行済み

・それ以前の共済契約者へは、令和６年１月下旬より、順次、ログインＩＤを送付

⇒ 全ての共済契約者において、電子申請方式が使える状況が整う
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